
横浜市請求明細作成ソフト
操作説明会テキスト（演習編）
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《横浜市提供の請求明細作成ソフトを使用予定のご担当者さまのみ対象》

≪全施設種別共通≫



はじめに
本資料は、次の内容を目的に作成しています。

１．請求明細作成ソフトの基本的な操作を体験する

２．実際の請求事務の流れのイメージを持つ
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本テキストの概要

・架空の園である、「横浜きゅうふ園」の令和４年４月分の請
求明細を実際に作成してみます。

・「横浜きゅうふ園」の事例を通し、今後みなさまに行ってい
ただく請求の流れと同じ手順を体験できます。

・本テキストを読み進めていくことで、請求明細作成までの基
本的な操作を体験できます。
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注意事項

・本テキストの対象は、請求事務で横浜市提供の請求明細作成
ソフトを使用予定のご担当者様です。

・「横浜きゅうふ園」の情報はすべて架空の情報です。

・請求前に「横浜きゅうふ園」の情報は削除し、実際の請求内
容と本説明会の登録内容が混在しないようにご注意ください。
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読み進める上でのアドバイス
◎操作に悩んだら…
ソフトのインストールと同時にデスクトップに追加される
「横浜市請求明細作成ソフトマニュアル」を確認してみましょう。

◎わからないことがあったら…
横浜市請求明細作成ソフトコールセンターに連絡してみましょう。

 045-345-6107
【開設時間】

10：00～16：00（土曜･日曜･祝日を除く）

※電話番号や開設時間等が変更になる場合があります。 5



テキストで引用されている他の資料

「マニュアル」
⇒「横浜市請求明細作成ソフトマニュアル」

※ソフトのインストール後に追加される資料です。

「本編」

⇒「請求ソフト操作説明会テキスト(本編)」

※事前準備テキストと同時に送付している資料です。
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次のページからスタートです！

横浜きゅうふ園の請求データを作成してみましょう！
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手順の概要
（１）請求明細作成ソフトをインストールする

⇒ご不明点は、コールセンターへご連絡ください。

（２）施設の情報を登録する
⇒横浜きゅうふ園の情報を登録します。

（３）児童の情報を登録する
⇒在籍する児童の情報を登録します。

（４）請求内容を登録する
⇒給付費の各加算項目の情報を登録します。

（５）請求明細データを登録する
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（５）の後に、今後の請求事務で
よくある事例を紹介しています。
是非、参考にしてください。

※（５）の後に、入力後の請求明細作成ソフトの画面イメージを掲載しています。



（１）請求明細作成ソフトをインストールする

まずは、請求明細作成ソフトのインストールを行います。
本テキストを送付したメールの記載に従い、インストールします。

ご不明点がございましたら、コールセンターまでご連絡ください。

≪横浜市請求明細作成ソフトコールセンター≫

 045-345-6107
【開設時間】

10：00～16：00（土曜･日曜･祝日を除く）

※電話番号や開設時間等が変更になる場合があります。
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請求明細作成ソフトを使用する前に
今後、ＰＣの買い替え等の理由で請求明細作成ソフトを再インストールしたい時は、
Kintoneの専用アプリよりインストールします。
横浜市子ども・子育て請求明細作成ソフトをインストールすると、請求用のソフトとともに横浜市請
求明細作成ソフトマニュアルが自動的に保存されます。
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例

インストール完了後、「seikyu_yokohama」のフォルダが作成
されます。操作マニュアルは「seikyu_yokohama」のフォルダ
内に出力されます。

※ＰＤＦファイルでこのように
保存されています。



請求明細作成ソフトを使用する前に
横浜市請求明細作成ソフトマニュアルは、「横浜市請求明細作成ソフトマ
ニュアル［運用編］」と「横浜市請求明細作成ソフトマニュアル［操作
編］」に分かれています。
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※今回の研修では、主に「横浜市請求明細作成ソフトマニュアル［操作編］」を用いて
説明を行います。マニュアルを参照する際は、「操作編マニュアル」と表記します。

更新履歴

加算項目を追加するためには

請求事務の流れ

運用編

操作編

Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
。

本日の研修における「操作編マニュアル」はこ
ちらの部分です。



請求明細作成ソフトを使用する前に
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３月下旬頃

～４月中旬

４月下旬以降

◆請求明細作成ソフトのインストール
・動作環境のチェック
・動作エラーの確認

◆ユーザ情報の新規登録
◆事前準備 ・施設・事業所情報の入力

・児童情報の入力

◆加算項目の有無について入力
◆請求明細登録

◆利用実績の入力（※延長保育のある施設・事業所のみ）
◆請求データ送信

できるところから順次作業を
開始しましょう！

詳細は操作編マニュアル参照



ログインについて
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初回インストール時

ユーザーＩＤ：startuser
パスワード：startpass

初めて請求ソフトを開く場合、記載のIDとパスワードを入力します。
新たなユーザの登録方法は「本編」Ｐ10～13を参照してください。



（２）施設の情報を登録する
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以下の情報を、ソフトのメニュー画面より「施設・事業所情報」⇒「新規登録」から登録します。「施設種
別」は、実際に開所する施設の種別を選択してください。（後から変更はできません。）
以下の項目のみを入力してください。ここでは、他の項目は入力しないでください。

本編Ｐ21～27を参照してください。
（画像つきの手順を掲載しています。）

ソフト上の項目名 入力する内容 備考

適用期間（開始） 2022年４月

施設事業所番号 1410051056789

施設名称 横浜きゅうふ園

施設住所 横浜市中区尾上町

地域区分 16/100地域 横浜市は16/100地域です。

開設日 2022年４月1日

土曜閉所日数 無 次ページの開所曜日入力後
に、「無」を選択します。

開所時間 平日 7:00～20:00 次ページの開所曜日入力後
に、入力します。

≪全施設種別共通項目≫
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ソフト上の項目名 入力する内容 入力対象
開所曜日 平日に☑ 全種別対象

開所曜日 土曜に☑ 保育所・小規模保育・
認定こども園

１号認定子ども
開所時間 平日 7:00～20:00 認定こども園・幼稚園

本園２号・３号認定子ども
開所時間

平日 7:00～20:00
土曜 7:00～19:00

保育所・小規模保育・
認定こども園保育時間(11時間) 平日 7:30～18:30

土曜 7:30～18:30

保育時間(8時間) 平日 8:30～16:30
土曜 8:30～16:30

１号認定こども 300人 認定こども園・幼稚園

【本園】2号認定こども 93人 保育所・認定こども園

【本園】3号認定こども
7人 保育所・認定こども園

19人 小規模保育

≪施設種別ごとに異なる入力項目≫

（２）施設の情報を登録する

ここまで終了したら、「登録」をクリックします。



（３）児童の情報を登録する
（幼稚園・認定こども園）

ソフト上の項目名 児童１ 児童２ 児童３
適用期間(開始) 2022/4 2022/4 2022/4
適用期間(終了) ☑なし ☑なし ☑なし
利用開始日 2022/4/1 2022/4/1 2022/4/1
児童氏 横浜 神奈川 中
児童名 一郎 二子 三郎
児童氏ｶﾅ ﾖｺﾊﾏ ｶﾅｶﾞﾜ ﾅｶ
児童名ｶﾅ ｲﾁﾛｳ ﾆｺ ｻﾌﾞﾛｳ
生年月日 2018/8/8 2019/7/7 2020/9/9

横浜市以外の児童
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【Ｂ：保育所、小規模保育の方はこちら】

ソフト上の項目名 児童１ 児童２ 児童３
適用期間(開始) 2022/4 2022/4 2022/4
適用期間(終了) ☑なし ☑なし ☑なし
利用開始日 2022/4/1 2022/4/1 2022/4/1
児童氏 横浜 神奈川 中
児童名 一郎 二子 三郎
児童氏ｶﾅ ﾖｺﾊﾏ ｶﾅｶﾞﾜ ﾅｶ
児童名ｶﾅ ｲﾁﾛｳ ﾆｺ ｻﾌﾞﾛｳ
生年月日 2018/8/8 2019/7/7 2021/5/1

横浜市以外の児童



（４）請求内容を登録する
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横浜きゅうふ園の、令和４年４月分の請求明細を作成します。

毎月の請求においては、登録した施設や児童の情報等をもとに「加算」部
分を登録します。

登録する方法はそれぞれの加算により異なりますので、請求ソフトインス
トール時に自動的にデスクトップに追加される「請求明細作成ソフトマ
ニュアル」を確認しながら操作をします。

「横浜きゅうふ園」の令和４年４月の加算状況は次ページの≪登録内容≫と
します。記載の項目以外はすべて「無」とします。
（「マニュアル」p14～30：「各加算項目を児童明細・施設明細に追加す
るためには」及び「本編」Ｐ36～37：「施設・事業所情報の修正」参照）

（２）で登録した「施設情報」を使います。
本編Ｐ36～37の「施設・事業所情報の修正」
で請求内容の登録を行います。



（４）請求内容を登録する
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加算名 入力内容 備考 横浜市請求明細作成ソフト
マニュアル該当ページ 項目

１ 処遇改善
加算Ⅰ

平均経験年数 99年 児童明細の加算です。
平均経験年数や賃金改善要件分は処遇改善
等加算Ⅰの申請書で申請していただき、横
浜市が審査したうえで内容が確定します。
内容確定までの間にどの値で請求するかに
ついては、横浜市よりご連絡いたします。

Ｐ15 公定価格処遇改善加算率
(賃金改善要件分) ６％

２ 栄養管理加算（通年：Ｒ２
年度から） 兼務

児童明細の加算です。
加算未適用の場合は「無」、加算適用の場
合は「配置」「兼務」「嘱託」のいずれか
を選びます。

Ｐ20 公定価格

３ 保育者業務支援事業費助成
【Ｒ２年度から】 有

施設明細の加算です。
・幼稚園・認定こども園の場合
→（１号）を「有」にしてください。

・幼稚園以外の場合（認定こども園含む）
→（２・３号）を「有」にしてください。

Ｐ26 向上支援費
(横浜市助成)

以下、幼稚園以外の種別のみ対象（対象：保育所・認定こども園・小規模保育）

４ 延長保育実施加算 有
施設明細の加算です。
※「有」に登録するのは１箇所ですが（平日）と
（土曜）の両方が適用されます。（横浜きゅうふ
園は土曜日の要件も満たしているため。）

Ｐ27 延長保育

≪登録内容≫

加算は、児童明細と施設明細の２種があります。
児童明細⇒児童１人ひとりに加算されるもの
施設明細⇒施設に一括で加算されるもの



（５）請求明細としてデータを登録する

最後に、これまでの入力内容を請求明細として登録します。
ここでは、入力の仕上げと、請求内容が正しいかどうかを確認します。

各施設種別の入力完了後の画面イメージを掲載しておりますので、参考にご
確認ください。
※実際の請求では明細登録後にデータ送信を行いますが、今回は行いません。
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≪手順≫
➀「本編」Ｐ69～81に従って、「2022年４月分」を検索し、「一括登録」する。
※「本編」中の「最新月」は、ここでは2022年４月分を指します。

②幼稚園の場合…このテキストのＰ23へ進んでください。
幼稚園以外の場合…次のスライドに進んでください。



【幼稚園以外対象】
延長保育の実績を入力する
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幼稚園以外の種別のみ対象（対象：保育所・認定こども園・小規模保育）
横浜市請求明細作成
ソフトマニュアル
該当ページ

延長保育従事職員雇用費

児童明細の加算です。
延長保育を利用したのは、神奈川 二子さんのみ
です。神奈川 二子さんの延長保育の利用時間は、
「４月12日の19：00まで」のみです。
※４月12日の「延長（夕）」に☑後、利用終了時
間に19：00を入力します。その後、「登録」を
押下し、１つ前の画面に戻り一括更新をします。

Ｐ27

・延長保育の利用児童がいた場合は、「延長保育従事職員雇用費」を適用することができます。
延長保育従事職員雇用費の適用のために、延長保育の利用があった児童の利用実績を入力します。

・本操作は、延長保育事業の対象である幼稚園以外の種別のみなさまが対象です。

・横浜きゅうふ園では、神奈川二子さんのみ延長保育を利用したこととします。
以下の表に従って、神奈川二子さんの延長保育の利用実績を入力し、延長保育従事職員雇用費を
請求してみましょう。（「操作編マニュアル」Ｐ73～77参照）

幼稚園以外の施設種別の場合、この操作
は今後頻繁に行います。「操作編マニュ
アル」Ｐ73～77を参照してください。



入力内容を確認する
施設明細・児童明細を閲覧し、これまでの入力内容が正しく入力できていたか確認します。
次ページ以降に、施設種別ごとの入力後の画面イメージを掲載していますので、ご確認ください。
【確認手順】

①「メニュー」画面より「請求明細登録」へ進み、「請求明細情報検索画面」で「2022年４月」
の明細を選択し、「詳細（版ごと）」をクリック
※明細が何も表示されない場合は「期間検索条件」で「2022年４月」を検索します。

②児童の名前にカーソルを合わせ、「参照」をクリックし、内容を確認。（児童明細の確認）
③「施設明細」の「参照」をクリックし、内容を確認。（施設明細の確認）

修正がある場合は（２）、（３）に戻り、修正後に「2022年４月」を「一括更新」します。
一括更新をしないと、修正内容が反映されません。（「操作編マニュアル」P62～63を参照）
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入力後イメージ 保育所 児童明細
横浜一郎さんの明細

23

緑の枠は自動的に追加
される項目です。



入力後イメージ 保育所 児童明細（延長保育）
神奈川二子さんの明細
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実績が正しく入力されて
いるかを確認します。



入力後イメージ 保育所 施設明細

➀横浜市助成明細
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②延長保育部事業費明細

入力後イメージ 保育所 施設明細（延長保育）

金額の初期値は０円で
自動的に追加される項
目です。



入力後イメージ 小規模保育 児童明細
横浜一郎さんの明細
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緑の枠は自動的に追加
される項目です。



入力後イメージ 小規模保育 児童明細（延長保育）
神奈川二子さんの画面
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実績が正しく入力されてい
るかを確認します。



入力後イメージ 小規模保育 施設明細

➀横浜市助成明細
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入力後イメージ 小規模保育 施設明細（延長保育）

②延長保育事業費明細

金額の初期値は０円で自動
的に追加される項目です。



入力後イメージ 幼稚園 児童明細
横浜一郎さんの明細
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緑の枠は自動的に追加
される項目です。



入力後イメージ 幼稚園 施設明細
➀横浜市助成明細
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明細に何も登録されていないこと
を確認します。

②延長保育事業費明細



入力後イメージ 認定こども園 児童明細
※画像は幼保連携型の明細ですが、幼稚園型も同様の明細です。
横浜一郎さんの明細
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緑の枠は自動的に追加
される項目です。
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神奈川二子さんの明細

入力後イメージ 認定こども園 児童明細（延長保育）
※画像は幼保連携型の明細ですが、幼稚園型も同様の明細です。

実績が正しく入力されてい
るかを確認します。



➀横浜市助成明細
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入力後イメージ 認定こども園 施設明細
※画像は幼保連携型の明細ですが、幼稚園型も同様の明細です。
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入力後イメージ 認定こども園 施設明細（延長保育）
※画像は幼保連携型の明細ですが、幼稚園型も同様の明細です。
②延長保育事業費明細

金額の初期値は０円で自動
的に追加される項目です。



基本作業はこれで終了です！
確認の結果、入力内容が正しければ請求明細データ作成の基本作業は終了です！
今回は演習のためデータの送信は行いませんが、通常であれば確認後データの送
信を行います。データ送信の方法は、本編Ｐ82～85をご参照ください。

以上の流れが、請求明細作成までの基本的な操作です。
実際に操作を行う時期は、（２）の施設情報の登録と（３）の児童情報の登録に
ついては情報がわかり次第順次、（４）については最も早くて４月下旬から始ま
ります。

また、ここまでで確認してきた基本作業とは別に「頻繁に使用する操作」を次
ページ以降に掲載しております。限られたデータ受付期間内に適正な請求データ
を送信していくために、是非参考にしてください。 37



よく使用する操作１ ～データのバックアップ（DB保存）～

【重要】ＤＢ保存について 【本編Ｐ14～20を参照】
パソコンの故障や請求ソフトの再インストール等の際に、バックアップをしておらず
データが消えてしまったというお問い合わせが増えております。

横浜市の請求明細作成ソフトには、「ＤＢ保存」というバックアップ機能があります。
バックアップがないと、パソコンの故障やソフトの不具合があった際に最初から情報
の登録をしなくてはなりません。ソフトのアップデート前や、毎月の請求後はこまめ
にＤＢ保存をお願いいたします。

本編Ｐ14～20に従い、今回作成した「横浜きゅうふ園」のデータのDB保存をお試し
ください。

38



よく使用する操作２ ～履歴追加と履歴分割～

今後の請求事務では、情報の変更が必要になる場面が頻繁にあります。

例：４月分から６月分までの請求が既に終わっており、
（ケース１）８月になってから、４月以降の情報が全て変更になった場合
（ケース２）８月になってから、６月以降の情報が変更になった場合（４～５月は変更なし）

ケース１の場合、４月以降の情報すべてに対し修正を行えば変更の反映が可能です。
ケース２の場合、４～５月の情報には変更はないため、６月以降の情報と分けて更新しなければ
なりません。そこで、「履歴追加」という機能を使用します。

次ページにて、「履歴追加」の操作方法を説明いたします。
39

本編Ｐ34～67に詳しい
手順が載っております。
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≪事例≫
「横浜 一郎」さんは、「アレルギー児童」の認定を区に申請中で、６月分のデータを送信する
７月時点でも認定はされておりませんでした。
その後、８月に入り、６月１日付で「アレルギー児童」として遡って認定されました。

⇒８月現在、アレルギーの加算を「無」で６月分の請求を終えてしまっているため、情報の修
正が必要です。ただし、４～５月は「アレルギー児童」とは認められていないため、６月以降
の情報のみ、アレルギーの加算を適用する必要があります。

「履歴追加」は上記のとおり、情報を「４～５月」と「６月以降」２つに分ける機能です。
一方「履歴分割」とは、今回分けたうちの「４～５月」の履歴を「４月」と「５月」の２つ
に分けることができる機能です。

次ページでは、今回の事例において「履歴追加」を行う手順を掲載しています。
※「履歴追加」の前には前述の「ＤＢ保存」を行うことをおすすめします。

よく使用する操作２ ～履歴追加と履歴分割～



履歴追加～手順①～
※手順は全施設種別共通です。

41

➀

「児童情報」に進みます。
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②

➀

カーソルを合わせます。

「特定」をクリックします。

履歴追加～手順②～
※手順は全施設種別共通です。
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➀

②

「横浜一郎」に
カーソルを合わせ
ます。

「履歴追加」を
クリックします。

履歴追加～手順③～
※手順は全施設種別共通です。
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➀

「はい」を選択

「適用期間（開始）」を
「2022年６月」にします。

②

履歴追加～手順④～
※手順は全施設種別共通です。
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➀

②

「アレルギー児童対応費」を
「有」にします。

履歴追加～手順⑤～
※手順は全施設種別共通です。
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➀

「適用履歴を表示
する」に☑を入れ、
「検索」します。

②

「横浜一郎」さんが２名
になったことを確認。

③

横にスクロールすると、
（１）「適用期間（開始）」が「2022年４月」で

「適用期間（終了）」が「2022年５月」の情報
（２）「適用期間（開始）」が「2022年６月」の情報
の２種類あることが確認できます。

履歴追加～手順⑥～
※手順は全施設種別共通です。



みなさま、お疲れ様でした！

以上で、このテキストでの操作は終了です。

今回の「横浜きゅうふ園」の請求明細作成の流れは、実際の請求事務の
流れと同様です。請求事務を行う上でご不明点がありましたら、ぜひ本
テキストをもう一度確認し、参考にしていただければ幸いです。

ありがとうございました。
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